
教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の 
給与等に関する特別措置法（給特法）」の廃止を含めた見直しを求める意見書 

 
 ２０１７年４月に公表された文科省「教員勤務実態調査（平成２８年度）の集計（速報

値）」おいて、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月８０時間超の残業に相当す

る教員が、小学校３３．５%、中学校５７．６%に達していることが明らかになりました。 
 こうしたことから、文科省は、中央教育審議会に教員の時間外勤務の改善策の検討を諮

問し、中教審は「学校における働き方改革特別部会」を設置し、昨年１２月に「新しい時

代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革

に関する総合的な方策について（中間まとめ）」公表しました。しかし、「中間まとめ」は、

「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」などについての検討は行ったものの、依然

として「給特法」の問題に踏み込んでいません。 
 教職員の長時間労働に歯止めがかからない大きな要因として、「給特法」の存在があり

ます。「給特法」は、「正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、政令で定める基準に従

い条例で定める場合に限る」（６条１項）と規定し、政令は「原則として時間外勤務を命

じない」「命じる場合は、超勤４項目の業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむ

を得ない必要があるときに限る」と規定しています。 
 しかし、学校現場では、時間外勤務を行わなければ膨大な業務を消化できず、「命令に

よらない」時間外労働が常態化しており、「給特法」は現揚実態と著しく乖離しています。

その上、超勤４項目以外の業務に従事した場合については何の定めもなく、教員の「自発

的勤務」として時間外勤務にあたらないとされています。また、「給特法」は、労基法３

７条を適用除外し「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」（３条２項）と規

定していることから、教育委員会・管理職による勤務時間管理や時間外勤務規制の責務ま

でも曖昧にしています。現在、教員の時間外労働は、「給特法」制定時の月６時間程度か

ら大幅に増加しており、「給特法」の見直しは必須です。 
 今国会において「働き方改革」が重要な課題となっており、その解消に向けて「労働基

準法」の改正案が議論されています。長時間労働是正に向けては、時間外労働を抑制する

法制の検討が肝要となります。したがって、学校における「働き方改革」をすすめるにあ

たっても、まず、教育職員に係る勤務時間管理の根幹をなす「給特法」についての論議が

なされてしかるべきです。何より、「給特法」は、労働条件に関する最低基準を定めた「労

働基準法」の一部適用除外を定めた法律であることから、殊更厳格な運用が求められるも

のであり、法と実態が乖離し、また、法の趣旨が形骸化している現状の改善なくして学校

現場の働き方改革は成し得ません。 
 こうしたことから、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している「給特法」

の廃止を含めた見直しを行うよう意見します。 
記 

１．教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している「公立の義務教育諸学校等の 
 教育職員の給与等に関する特別措置法」（給特法）の廃止を含めた見直しを行うよう要 
 請する。 
  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
  平成３０年６月１４日 

北海道江差町議会議長  打越 東亜夫 


